
研究活動における不正行為への対応フロー図

告発等の受付け

予備調査の実施

本調査の要否の決定

不服申立てへの対応

本調査の開始

中間報告
（配分機関の要請による）

不正の有無の認定

不服申立ての受理・審査

再調査の要否の決定

再調査の実施

再調査結果の確定

・調査結果の公表（不正が
認定された場合）
・対応措置の実施

東京外国語大学被告発者告発者 配分機関等

概ね30日以内

概ね30日以内

本調査を行うこと、調査委員の構成の通知

本調査を行わないことの通知

調査委員の構成に対する
不服申立て

10日以内

調査方針等について協議

中間報告書の提出

概ね150日以内

調査結果の通知

調査結果に対する
不服申立て

10日以内

不服申立てがあった
ことを報告

再調査の要否を通知 再調査の要否を報告

概ね50日以内（「悪意」と認

定された告発者からの申立
ては概ね30日以内）

相手から不服申立てがあったことの通知

再調査結果の通知 再調査結果の報告

告発等の受付けの通知

告発等


